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下関北九州道路の実現へ前進！ 
ルートなどを盛り込んだ都市計画が本日決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 下関北九州道路 

下関北九州道路は、下関市と北九州市の都心部を結び、循環型ネットワークの形成により、

くらし、産業・物流、観光、渋滞緩和など地域の一体的発展に寄与するとともに、本州と九州の

広域的な人流・物流及び経済活動の活性化を支える大動脈、災害時の代替路としての機能・

役割を担う道路である。 

 

 

２ 都市計画と環境影響評価の手続き 

国（九州地方整備局、中国地方整備局）と２県２市（福岡県、山口県、北九州市、下関市）の

６者が連携して、令和２年度以降、都市計画と環境影響評価の手続きを進めてきた。 

本日、都市計画決定権者（山口県、北九州市）において、下関北九州道路に係る都市計画

が決定され、環境影響評価の結果とともに公表された。 

 

 ＜これまでの経緯＞ 

  ○令和２年１２月  ６者連名で計画段階環境配慮書を公表し、環境影響評価の手続きに着手 

  ○令和６年 ５月  ６者からルート（素案）を都市計画決定権者（山口県と北九州市）に送付し、

都市計画の手続きに着手 

○令和７年１１月  都市計画決定権者（北九州市、山口県）がそれぞれ都市計画審議会 

を開催し、都市計画案及び環境影響評価書が認められる 

○令和７年１２月  都市計画決定権者（山口県と北九州市）が都市計画決定の告示及び 

環境影響評価書の公告 

 

 

道路建設課 

直 通：092-643-3660 

内 線：４５１７ 

担 当：竹川、伏原 

県では、国と山口県、北九州市、下関市と連携し、下関北九州道路の早期実

現に向け、令和２年度以降、都市計画などの手続きを進めてきました。 

 この度、都市計画決定権者である山口県と北九州によって、具体的なルート

やインターチェンジの位置、道路幅員などが盛り込まれた都市計画が決定され

ましたのでお知らせします。 



３ 都市計画決定の概要 

 

（参考）全体概要図 

都市計画決定の概要 


